
緊急事態宣⾔解除後の対応について 
2020 年 5 ⽉ 26 ⽇ 

 緊急事態宣⾔解除を受けて、5 ⽉ 26 ⽇より業務時間を平常の 9：00〜17：00 といた
します。 
 なお、業務の交代制につきましては感染拡⼤予防に留意しつつ、徐々に解除いたしま
すので、引き続き、ご理解とご協⼒をお願い申し上げます。 


